
参考資料１

ＰＣＢ特別措置法に基づくＰＣＢ廃棄物の保管等の届出の全国集計結果について
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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（以下「ＰＣ

Ｂ特別措置法」という 」に基づくＰＣＢ廃棄物の保管等の届出の全国集計結果（平。）

成１３年７月１５日現在のＰＣＢ廃棄物の保管等の状況について事業者から都道府県

（保健所設置市を含む ）に対し届け出られたもの）を取りまとめました。。

表－１ ＰＣＢ廃棄物の保管状況の集計結果（平成13年７月15日）

廃 棄 物 の 種 類 保管事業所数 保 管 量

高 圧 ト ラ ン ス 1,583 16,496台

高 圧 コ ン デ ン サ 35,655 220,345台

低 圧 ト ラ ン ス 330 30,412台

低 圧 コ ン デ ン サ 2,388 1,146,383台

柱 上 ト ラ ン ス 111 1,713,291台

安 定 器 8,736 4,170,839個

Ｐ Ｃ Ｂ 156 12,955ﾄﾝ

Ｐ Ｃ Ｂ を 含 む 油 479 142,261ﾄﾝ

感 圧 複 写 紙 347 679ﾄﾝ

ウ エ ス 401 215ﾄﾝ

汚 泥 106 17,698ﾄﾝ

そ の 他 の 機 器 等 955 199,873台

（備考）

ドラム缶等各種容器にまとめて保管している場合など、台数（個数）や重量で計上できないものに

、 。 、 、 、 、 、ついては 事業所数のみ計上した また ＰＣＢ ＰＣＢを含む油 紙 ウエス及び汚泥については

重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、１ １kgとして重量に換ç＝

算して集計した。



表－２ ＰＣＢ廃棄物を保管する事業所におけるＰＣＢ使用製品の使用状況

の集計結果（平成13年７月15日）

製 品 の 種 類 使用事業所数 使 用 量

高 圧 ト ラ ン ス 339 1,689台

高 圧 コ ン デ ン サ 6,033 30,502台

低 圧 ト ラ ン ス 52 616台

低 圧 コ ン デ ン サ 335 17,510台

柱 上 ト ラ ン ス 7 1,967,000台

安 定 器 2,705 868,256個

Ｐ Ｃ Ｂ 4 55kg

Ｐ Ｃ Ｂ を 含 む 油 8 3kg

そ の 他 の 機 器 等 123 42,067台

（備考）

、 、ＰＣＢを含む油については重量又は体積で計上されたもののうち 体積で計上された分については

１ １kgとして重量に換算して集計した。ç＝

１．集計の範囲

各都道府県等においてＰＣＢ廃棄物を保管する事業者から届出 のあったＰＣＢ廃棄物※

の種類毎の保管量及びＰＣＢ使用製品の種類毎の使用量を集計したものを環境省において

全国集計した。ＰＣＢ廃棄物の種類は、 のとおり分類し、集計した。表－３

なお、個々の事業者等のＰＣＢ廃棄物の保管及び処分の状況は、都道府県等において公

表されている。

また、参考までに都道府県単位の集計結果を ～ に示す。参考表（１） （15）

※ＰＣＢ特別措置法第８条に基づき平成１３年７月１５日現在の保管状況について届出されたもの。

表－３ 廃棄物の種類及び製品の種類

①高圧トランス ②高圧コンデンサ ③低圧トランス ④低圧コンデンサ

⑤柱上トランス ⑥安定器 ⑦ＰＣＢ ⑧ＰＣＢを含む油

⑨感圧複写紙（ノーカーボン紙） ⑩ウエス ⑪汚泥 ⑫その他の機器等

※高圧とは、受電電圧が交流で６００Ｖを超えるものをいう。



２．平成１０年度調査結果との比較

今回（平成１３年７月１５日現在の保管状況等）と厚生省（当時）が平成１０年度に実

施したＰＣＢを含む廃棄物等の保管状況等調査（以下「平成１０年度調査」という ）結。

果（平成１２年７月１４日発表）との比較を に示す。表－４

表－４ ＰＣＢ廃棄物の保管状況及びＰＣＢ使用製品の使用状況（台数、重量ベース）

保 管 使 用
廃棄物（製品）の種類

※平成10年度 平成13年度 平成10年度 平成13年度

高圧ﾄﾗﾝｽ 1,583 高圧ﾄﾗﾝｽ 339

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 35,655 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 6,033高圧ﾄﾗﾝｽ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ 事業所 35,059 22,035

台 数 204,427 236,841 60,477 32,191

低圧ﾄﾗﾝｽ 330 低圧ﾄﾗﾝｽ 52

低圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 2,388 低圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 335低圧ﾄﾗﾝｽ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ 事業所 666 －

台 数 386,124 1,176,795 － 18,126

事業所 49 111 － 7
柱 上 ト ラ ン ス

台 数 約 138万 1,713,291 約 264万 1,967,000

事業所 2,084 8,736 － 2,705
安 定 器

個 数 約 240万 4,170,839 － 868,256

ＰＣＢ 156 ＰＣＢ 4

ＰＣＢを含む油 479 ＰＣＢを含む油 8廃ＰＣＢ等(ＰＣＢ 事業所 371 －

及びＰＣＢを含む油) トン 約12.6万 155,216 － 0.058

感 圧 複 写 紙 事業所 414 347

（ノーカーボン紙） トン 約635 679

事業所 141 401
ウ エ ス

トン 約117 215

事業所 97 106
汚 泥

トン 約 10,500 17,698

事業所 386 955 － 123
そ の 他 の 機 器 等

台 数 約 3.3万 199,873 － 42,067

（備考）

① 平成１０年度調査結果と今回の調査結果を比較するため、この表では「高圧トランス」及び「高圧コ
ンデンサ」は 「高圧トランス・コンデンサ」として 「低圧トランス」及び「低圧コンデンサ」は 「低、 、 、

」 、 、「 」 「 」 、「 」 、圧トランス・コンデンサ として また ＰＣＢ 及び ＰＣＢを含む油 は 廃ＰＣＢ等 として
それぞれ集計した。
ただし、今回の調査では、事業所数については、廃棄物の種類ごとに集計しているため、単純に合計
することはできないので、保管中の高圧トランス１，５８３事業所、保管中の高圧コンデンサ３５，６５５
事業所のように別々に示している。

② ドラム缶等各種容器にまとめて保管している場合など、台数（個数）や重量で計上できないものにつ
いては、事業所数のみ計上した。また、ＰＣＢ、ＰＣＢを含む油、感圧複写紙、ウエス及び汚泥につい
ては、重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、１ １kgとして重量ç＝
に換算して集計した。

※ＰＣＢ廃棄物保管事業者における使用状況である。



３．機器別の状況等の考察

平成１０年度調査結果と今回の調査結果を比較すると、保管状況については、高圧ト

ランス・コンデンサ（約３万台増 、低圧トランス・コンデンサ（約７９万台増 、安定） ）

器（約１７７万個増 、その他の機器等（約１７万台増）が大幅に増加している。これら）

を含め、機器などの種類別の状況について以下に整理する。

なお、使用状況については、平成１０年度調査結果は（財）電気絶縁物処理協会（平

） 、成１３年度解散 が整備したＰＣＢ使用電気機器登録台帳を基に調査したものであるが

今回の調査結果は、ＰＣＢ特別措置法に基づくＰＣＢ廃棄物を保管する事業所における

使用状況の届出である。

（１）高圧トランス・高圧コンデンサ

○今回の調査によると、高圧トランスと高圧コンデンサあわせて２３６，８４１台保管さ

れており、平成１０年度調査結果と比較して３２，４１４台増加した。

○これは、平成１０年度調査結果と比べ使用中の台数が２８，２８６台減少していること

から、主に使用中のものが使用を終えて保管されたことにより保管量が増加したものと

推測される。

○この他、台数で報告されなかった保管中のものとして、重量による報告４３８kg、体積

による報告 。２，７４９ があるç

○現時点では、ＰＣＢ特別措置法に基づく平成１３年７月１５日現在の保管状況に関する

届出データから、保管事業者において、２３６，８４１台保管、３２，１９１台使用さ

れており、合計２６９，０３２台が確認されている。

○さらに今後、使用中機器（ＰＣＢを使用した電気工作物のうち、高圧トランス、高圧コ

ンデンサ、低圧トランス、低圧コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイル）

電気事業法電気関係報告規則に基づき、本年１０月１４日までにの台数については、

各経済産業局に報告されることとなっており、ＰＣＢ廃棄物を保管する事業所以外の

事業所を含めた使用中機器台数の全体が把握されることとなる。

○また、ＰＣＢ特別措置法に基づく平成１３年度末現在の保管状況に関する届出データ

（平成１４年６月末届出）を現在集計しているところであるが、同法に基づく提出状

況の把握を各都道府県において行っている中で、今回の調査以降、保管台数の把握が

さらに進んでいる。

（２）低圧トランス・低圧コンデンサ

○今回の調査結果によると、低圧トランスと低圧コンデンサあわせて１，１７６，７９５台

保管されており、平成１０年度調査結果と比較して７９０，６７１台増加した。

○これは、主にＰＣＢ特別措置法の施行により、これまで認識されなかった低圧トランス

・低圧コンデンサの把握が進んだことによるものと推測される。

○この他、台数で報告されなかったものとして、重量による報告９，４８５kg、体積によ

る報告１０５，２８７ 、各種容器で保管されているもの２０２個がある。ç



（３）柱上トランス

○今回の調査結果によると、柱上トランスは、１１１事業所において、１，７１３，２９１台

保管されており、平成１０年度調査結果と比較して約３３万台増加した。

○平成１０年度調査時点では、柱上トランスは使用中、保管中を合わせ約４０２万台とさ

れていたが、今回の調査で約３６８万台となった。これは、各電力会社において精査し

た結果、平成１０年度の４０２万台にはＰＣＢ入りでないものが含まれていたことが判

明したためである。

（４）安定器

○今回の調査結果によると、安定器は、８，７３６事業所において、４，１７０，８３９個

保管されており、平成１０年度調査結果と比較して、６，６５２事業所、約１７７万個

と大幅に増加した。

○これは、平成１２年に八王子の小学校において蛍光灯のＰＣＢ使用安定器が破裂した事

件があってから、学校や公共施設を中心に交換が進んだことによるものと考えられる。

○この他、個数で報告されなかったものとして、重量による報告４８９トン、体積による

報告３３３，７０１ 、各種容器で保管されているもの５８３個がある。ç

（５）廃ＰＣＢ等（ＰＣＢ及びＰＣＢを含む油）

○今回の調査結果によると、ＰＣＢ及びＰＣＢを含む油合わせて１５５，２１６トン保管

されており、平成１０年度調査結果と比較して、約２．９万トン増加した（体積で報告

された分を重量 た量を含む 。換算（１ １kg）しç＝ 。）

○これは、主に柱上トランス等の絶縁油を抜油して、新たに保管したため増加したもので

ある。

○この他、重量又は体積で報告されなかったものとして、各種容器で保管されているもの

７１２個がある。

（６）感圧複写紙（ノーカーボン紙）

○今回の調査結果によると、感圧複写紙（ノーカーボン紙）は、３４７事業所において、

６７９トン保管されており 平成１０年度調査結果と比較して 約４４トン増加した 体、 、 （

積で報告された む 。分を重量換算（１ １kg）した量を含ç＝ 。）

、 、 、○この他 重量で報告されなかったものとして 各種容器に保管されているもの２７９個

１０，５８０枚、１，６７０冊、１４巻がある。

（７）ウエス

○今回の調査結果によると、ウエスは、４０１事業所において、２１５トン保管されてお

り、平成１０年度調査結果と比較して、約９８トン増加した（体積で報告された分を重

換算（１ １kg）した量を含む 。量 ç＝ 。）

○この他、重量で報告されなかったものとして、各種容器に保管されているもの２，１６８個､

１４枚がある。



（８）汚泥

○今回の調査結果によると、汚泥は、１０６事業所において、１７，６９８トン保管され

ており、平成１０年度調査結果と比較して、約７，２００トン増加した（容量で報告さ

れた分を重量換算 量を含む 。（１ １kg）したç＝ 。）

（９）その他の機器等

、 、 、 。○その他の機器等として 計器用変成器 リアクトル 放電コイル等の保管が報告された

○今回の調査結果によると、その他の機器等は、９５５事業所において、１９９，８７３台

保管されており、平成１０年度調査結果と比較して、約１６．６万台増加した。

○大幅に増加した理由としては、各事業者において把握が進んだものと考えられる。

４．今後の方針

環境省では、ＰＣＢ廃棄物特別措置法第８条に基づき、ＰＣＢ廃棄物の保管事業者から

都道府県等に届出がなされたポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、

一元的な情報管理を行うことで、ＰＣＢ廃棄物の保管等の情報を確実に把握し、処理を円

滑に行うための情報として利用するとともに、保管及び処分の状況を一般に公開する等、

積極的な情報公開を行うためのデータベースを作成する。

また、本日、都道府県等に対し、今般届出された保管等の状況を基にＰＣＢ廃棄物が適

、 、 、 、正に保管され 紛失 行方不明等が生じないよう事業者に対し指導 助言を行うとともに

ＰＣＢ特別措置法に基づく届出制度の周知徹底を行い、ＰＣＢ廃棄物の保管等の状況につ

いて更なる把握に努めるよう要請した。

また、ＰＣＢが使用された製品の大部分を占める電気機器については、昨年１０月に

改正された電気事業法電気関係報告規則に基づき、現在使用が続けられているＰＣＢ絶

縁油が用いられたトランスやコンデンサなどの設置状況について、各経済産業局に報告

が義務付けられているところであり、今後、両制度間の連携による一層の把握の充実を

図る。


